
長期優良住宅 ご申請者の皆様へ 
                                   ハウスプラス住宅保証株式会社 
                                        平成 23年 3月吉日 
 
「長期優良住宅建築等計画に係る技術的審査業務規程の改正」に伴う技術的審査依頼書および適合証の様式改正

について 
 
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 
さて、地震保険の割引対象に長期優良住宅の認定通知書が加わることになりました。 
さらに、認定通知書では確認できない「免震建築物」又は「耐震等級３」についても適合証で確認できるので

あれば、認定通知書＋適合証にて割引率が高くなります。（実際の保険適用日については現在未定） 
これに伴い、長期優良住宅建築等計画に係る技術的審査適合証が平成 23年 4月 1日発行から改正され、地震

に対する安全性の確保に関して「免震建築物」又は「耐震等級３」に適合する旨の記載が追加となります。 
 技術的審査適合証に上記の表示を希望する場合は、技術的審査依頼書において「免震建築物又は耐震等級３に

係る適合審査を受けようとする場合」の記載が必要になります。 
 なお、「免震建築物」又は「耐震等級３」以外による適合（耐震等級２による適合等）の場合、又は「免震建

築物」「耐震等級３」の表示を希望しない場合には、技術的審査依頼書の当該箇所は空白としてください。この

場合、技術的審査適合証も「免震建築物」「耐震等級３」の表示はされません。 
  
ハウスプラス住宅保証株式会社においては、平成 23年 4月 1日の改正に先立ち、平成 23年 3月 24日より新

様式の技術的審査依頼書で受付をいたします。ただし、新様式の技術的審査適合証での発行は平成 23年 4 月 1
日以降とさせていただきます。 
 また、旧様式の技術的審査適合証に関して「免震建築物」又は「耐震等級３」での表示を希望する場合には、

変更申請の取扱いとなります。 
  
ご不明な点がございましたら、お問い合わせ願います。 

 

                                                
お問い合わせ先：ハウスプラス住宅保証株式会社 TEL：０３－５９６２－３８００

以上 
 

【フロー】 

技術的審査依頼書見本 適合書見本 



技術的審査依頼書の入力方法の変更について 
 
平成 23年 3月 24日より、技術的審査依頼書の入力方法が変更になります。 
以下の通りとなりますのでご確認ください。 

 
◎ 電子申請（ポータルサイト）の場合 

 
 
 
 
◎ 紙申請の場合 

 
 追加 

追加 

 
【チェックが必要な場合】 
「免震建築物」又は「耐震等級３」に適合

し、技術的審査適合証への表示を希望する

場合（どちらかにチェック） 
 
【チェックが不要な場合】  
免震建築物又は耐震等級３以外による適合

（耐震等級２による適合等）の場合、又は

「免震建築物」「耐震等級３」の表示を希望

しない場合 
 


